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厚生年金の適用拡大でどうなる？

◆「一体改革」を具体化へ

厚生労働省は、政府の「社会保障と税の一

体改革」の具体化に向けた作業を進めていま

す。非正社員を厚生年金に加入させるために、

労働時間や収入の条件を見直す方針です。

◆年収基準を引下げへ

「第３号被保険者」（夫が会社員や公務員

である専業主婦）と認定する年収の基準を、

現行（130 万円）から引き下げる考えです。

厚生年金保険料の算定に使う標準報酬の下限

（月額９万 8,000 円）を下げることも検討し

ているようです。現在、労働者の４割をも非

正社員が占めるようになり、年金制度に歪み

が生じています。非正社員が加入する国民年

金の加入対象者としては、主に定年がない自

営業者などが想定されており、厚生年金に比

べて手取りが少額です。

◆厚生労働省による試算結果

しかし、厚生年金の適用拡大に伴い、企業

の負担は増えます。厚生労働省が 2007 年に実

施した試算結果によれば、加入条件（労働時

間）を「週 30 時間以上」から「週 20 時間以

上」に拡大すると新たに約 310 万人が厚生年

金の加入対象となり、企業の負担が年間約

3,400 億円も増えるそうです。

◆負担増となる主婦から反発も

厚生労働省が過去に実施した短時間労働

者を対象とするアンケート調査によれば、年

収 130 万円を超えると保険料の支払義務が発

生するために「労働時間を減らしている」と

回答した人が 25％にも上ったそうです。現行

の年金制度が働き方を制限していると言えま

すが、差し引きで負担増となる主婦層などか

ら反発が出ることも予想されています。

社員の「うつ病」に備えるには？

◆職場として必要な知識は？

職場でメンタル面の不調を訴える人が増

えていますが、中でも「うつ病」の患者数は

特に増えており、非常に身近な病気となりつ

つあります。

うつ病は、身体の病気とは異なる性質があ

るため、職場としても知識を備えておくこと

が重要です。

◆うつ病の基準とかかりやすい人の特徴

うつ病は、医学的に広く使われる基準では、

「抑うつ気分（気分の落込み）」か「意欲の低

下」のどちらか、または両方が２週間以上続

き、さらに同時期に睡眠や食欲の乱れ、思考

力の減退などがある場合に、その可能性が高

いとされています。

うつ病（いわゆる｢新型うつ病｣は除く）に

なりやすい人は、一般的には責任感が強く、

無理をして頑張りがちだと言われています。

また、職場の同僚や上司から見ると、仕事で

ミスが増える、外見を気にしなくなるといっ

た兆候が表れることが多いようです。
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◆公的支援策の活用も

うつ病と診断された場合、一般的には薬の

服用と休養を中心とした治療を受けることに

なります。治療期間は病気の程度にもよりま

すが、数カ月から１年以上に及ぶことも多く

あります。治療には時間がかかり医療費など

経済的な負担が大きくなりがちですので、公

的な支援策（自立支援医療制度、高額療養費

等）の活用が有効です。

◆復職について「焦り」は禁物

うつ病による休職者にとって気になるの

が「職場復帰」の問題です。多くの人は早期

復職を希望しますが、復職をきっかけに再発

するケースも目立ちます。企業側でも、休職

者を受け入れるためのルール（規定）や復職

支援制度を整備する例は増えつつあります。

復職について明確なルールを定めること

で、再発を防止し、受け入れる職場での対応

もスムーズになります。また、慣れた職場で

短時間就労する「慣らし期間」から始め、体

調や仕事ぶりについて産業医・上司・人事担

当者らが相談しながら、徐々に元の仕事に戻

すやり方もあります。

うつ病は、良くなったり悪くなったりを繰

り返しながら回復することが多いため、主治

医が復職を認めた場合であっても、完全には

回復しないことも多くあります。患者にも職

場にも、復職に焦りは禁物と言えます。

社員が行う「副業」をどう考える？

◆問題点の多い「副業」

リーマンショック以降の景気低迷によっ

て残業時間が少なくなり、給与の手取りが減

少した分を補うために、数年前から「副業」

を行う人が増えていました。

しかし、社員が本業の仕事とは別に副業を

行う場合には、「通算して長時間労働になり本

業に支障をきたす可能性がある」、「副業先で

労災が起こった場合にどう対処するか」な

ど、様々なリスクがあります。

◆会社として認めるか否かを適切に判断

合理的な理由がある場合には、会社として

社員の副業を認めない（副業禁止）とするこ

とも可能ですが、認める場合の選択肢として

は、（１）許可制とする、（２）届出制とする、

（３）完全解禁とする、ことなどが考えられ

ます。

上記のいずれを選択するにしても、就業規

則などを整備して、副業を認める場合の基準

（ルール）を明確にしておく必要があるで

しょう。

◆副業を認める場合に注意すべきこと

仮に社員の副業を認める場合には、リスク

管理の観点から、「本業に支障が生じてしまう

ほど長時間労働となるような副業は認めな

い」ことや、「自社の業務内容と競合するライ

バル会社での副業は認めない」ことなどが必

要です。

◆増加傾向に歯止め

近年は増加傾向にあった副業ですが、この

傾向にも歯止めがかかっているようです。

株式会社インテリジェンスが今年の３月

に実施した「副業に関するアンケート調査」

の結果によれば、25～39 歳の正社員で副業を

している人は 20.1％で、2009 年（30.8％）の

約３分の２に減少しています。

同社では、副業が減少した原因として、

「景気の回復により残業が解禁され、副業を

する時間がなくなった」ことなどが挙げられ

ると指摘しています。

なお、副業による収入は「平均 4.3 万円」

との結果でした。

当事務所よりひと言

最近、年金事務所の調査が急増しています。

貴社の加入要件をもう一度ご確認ください。

ご不明な点は、弊所へご相談ください！！

弊所は、中小企業経営者・後継者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


